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【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号
 
 

EDINET提出書類

サンデン株式会社(E01913)

訂正有価証券届出書（参照方式）

1/5



１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2026年５月14日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、新株式の募集条件、その他新株式の発行に

関し必要な事項が2026年５月22日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の

訂正届出書を提出するものです。

 
２ 【訂正事項】

第一部　証券情報

第１　募集要項

２　株式募集の方法及び条件

(1) 募集の方法

(2) 募集の条件

４　新規発行による手取金の使途

(1) 新規発行による手取金の額

第３　第三者割当の場合の特記事項

３　発行条件に関する事項

ａ　払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方

 
　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

（訂正前）

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 740,000株 131,720,000 65,860,000

一般募集 ― ― ―

計（総発行株式） 740,000株 131,720,000 65,860,000
 

（注）１　第三者割当の方法によります。

２　発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、本株式が、１株当たり発行決議日の直前取引日

（2026年５月13日）の東京証券取引所における当社普通株式の終値（以下「東証終値」といいます。）で

ある178円で発行されたと仮定した場合の見込額です。当社は、発行決議日において、「2026年12月期第１

四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」（以下「本決算発表」といいます。）を公表しております。本決

算発表に対する株式市場の受け止め方いかんによっては、発行決議日以降の当社の株価に影響があり得ま

す。当社としては、仮に本決算発表を踏まえた株価の上昇が生じる場合には、当該株価上昇を反映せずに

本株式の発行条件を決定することは、当該発行条件と本株式の発行時における実質的な価値との間に乖離

を発生させ、既存株主の利益を害するおそれがあることから、既存株主の利益にも配慮した公正な発行条

件の決定という観点及び恣意性を排除する観点から、株価の上昇を反映した上で本株式の発行条件を決定

することがより適切であると考えております。そこで、当社は、2026年５月22日（以下「条件決定日」と

いいます。）を本株式に係る最終的な条件を決定する日として、発行決議日の直前取引日（2026年５月13

日）の東証終値である178円と条件決定日の直前取引日（2026年５月21日）の東証終値のいずれか高い方の

金額を１株当たりの発行価額とします。したがって、実際の発行価額の総額は、条件決定日に決定されま

す。

３　資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額の総額であり、会社計算規則第14条第１項の規定に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数が生じる場合はそ

の端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加す

る資本準備金の額とします。なお、資本組入額の総額は、上記２と同様の仮定に基づく見込額です。

 
（訂正後）

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 740,000株 131,720,000 65,860,000

一般募集 ― ― ―

計（総発行株式） 740,000株 131,720,000 65,860,000
 

（注）１　第三者割当の方法によります。

２　発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額です。

３　資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額の総額です。なお、増加する資本準備金の額は、

65,860,000円です。
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(2) 【募集の条件】

（訂正前）

発行価格

（円）

資本組入額

（円）
申込株数単位 申込期間

申込証拠金

（円）
払込期日

178 89 100株
2026年６月１日から

2026年６月12日まで
― 2026年６月25日

 

（注）１　第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２　発行価格は、会社法上の払込金額であり、本株式が、１株当たり発行決議日の直前取引日（2026年５月13

日）の東証終値である178円で発行されたと仮定した場合の見込額です。実際の発行価格は、発行決議日の

直前取引日（2026年５月13日）の東証終値である178円と条件決定日の直前取引日（2026年５月21日）の東

証終値のいずれか高い方の金額とします。

３　資本組入額は、会社法上の増加する資本金の額であり、上記２と同様の仮定に基づく見込額です。

４　申込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期

日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

５　上記株式を割当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。

 
（訂正後）

発行価格

（円）

資本組入額

（円）
申込株数単位 申込期間

申込証拠金

（円）
払込期日

178 89 100株
2026年６月１日から

2026年６月12日まで
― 2026年６月25日

 

（注）１　第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２　発行価格は、会社法上の払込金額です。

３　資本組入額は、会社法上の増加する資本金の額です。

４　申込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期

日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

５　上記株式を割当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。

４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

（訂正前）

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

131,720,000 10,000,000 121,720,000
 

（注）１　払込金額の総額は、本株式が１株当たり発行決議日の直前取引日（2026年５月13日）の東証終値である178

円で発行されたと仮定した場合の見込額です。実際の払込金額の総額は、条件決定日に決定されます。

２　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

３　発行諸費用の概算額は、登録免許税相当額、弁護士費用及びその他事務費用の合計額です。

 
（訂正後）

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

131,720,000 10,000,000 121,720,000
 

（注）１　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２　発行諸費用の概算額は、登録免許税相当額、弁護士費用及びその他事務費用の合計額です。

（注）１の全文削除並びに２及び３の番号変更

第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

３ 【発行条件に関する事項】
ａ　払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方

（訂正前）

上記「第１　募集要項　２　株式募集の方法及び条件　(1) 募集の方法」（注）２に記載のとおり、今般の本第

三者割当の発表と同日に本決算発表を公表しており、本決算発表の公表を受けての当社株式の値動きを予測するこ

とは困難であるといえます。当社は、かかる公表に伴う株価への影響を織り込むため、本株式１株当たりの払込金

額を、発行決議日の直前取引日（2026年５月13日）の東証終値である178円と、条件決定日の直前取引日（2026年５

月21日）の東証終値のいずれか高い方とする予定です。このような払込金額の決定方法を採用し、払込金額の基準
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となる株価について、本日又は条件決定日までの一定期間ではなく、直前取引日における終値を採用することとし

ましたのは、直近の株価が現時点における当社の客観的企業価値を適正に反映していると判断したためです。当社

は、上記払込金額の決定方法につきましては、既存株主の利益に配慮した合理的な方法であり、また、払込金額を

市場株価と同額に決定する方法であるため、条件決定日において決定される本株式の払込金額は、割当予定先に

とって特に有利な価額に該当しないと考えております。なお、割当予定先のうち、当社取締役である徐湛は、本株

式の割当てについて特別利害関係人に該当することから、本第三者割当の議案に係る取締役会における審議及び決

議には参加しておりません。

また、当社監査役４名全員（うち２名が社外監査役）は、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、本株式

の発行が有利発行に該当しないという取締役会の判断は適法と言える範囲内である旨の意見を表明しております。

 
（訂正後）

本株式１株当たりの払込金額は、発行決議日の直前取引日（2026年５月13日）の東京証券取引所における当社普

通株式の終値（以下「東証終値」といいます。）である178円と、2026年５月22日（以下「条件決定日」といいま

す。）の直前取引日（2026年５月21日）の東証終値である149円の高い方の金額である178円に決定されました。こ

のような払込金額の決定方法を採用し、払込金額の基準となる株価について、本日又は条件決定日までの一定期間

ではなく、直前取引日における終値を採用することとしましたのは、直近の株価が現時点における当社の客観的企

業価値を適正に反映していると判断したためです。当社は、上記払込金額の決定方法につきましては、既存株主の

利益に配慮した合理的な方法であり、また、払込金額を市場株価と同額に決定する方法であるため、条件決定日に

おいて決定された本株式の払込金額は、割当予定先にとって特に有利な価額に該当しないと考えております。な

お、割当予定先のうち、当社取締役である徐湛は、本株式の割当てについて特別利害関係人に該当することから、

本第三者割当の議案に係る取締役会における審議及び決議には参加しておりません。

また、当社監査役４名全員（うち２名が社外監査役）は、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、本株式

の発行が有利発行に該当しないという取締役会の判断は適法と言える範囲内である旨の意見を表明しております。
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